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年金
だより

退職後の国民年金の
手続について　　　

　退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入します。しかし、
それ以外の60歳未満の人は、国民年金に加入するための手続が必要となります。また、退職した人に扶養さ
れていた60歳未満の配偶者（夫・妻）についても、同様に国民年金の手続が必要となりますのでご注意くだ
さい。
　この手続を怠ると、年金額が減る場合や、年金そのものが受け取れなくなる場合がありますので、必要な
手続を行ってください。

国民年金の第１号被保険者となる場合
　60歳未満で、自営業者およびその配偶者など（厚生年金保険や共済年金に加入する人やその被扶養配偶者
以外の人）となる場合には、国民年金の第１号被保険者になります。
　この場合には、住所地の市区役所または町村役場の窓口で国民年金の第１号被保険者となるための手続が
必要です。この手続には、年金手帳または基礎年金番号通知書を添付して、「国民年金第１号被保険者資格取
得届」を提出します。
　提出期限は退職日の翌日から14日以内で、本人または世帯主が提出します。
　第１号被保険者の保険料は月額14,980円（平成24年度）です。
　保険料については、あらかじめ一定期間分（原則として半年または１年間）の保険料を一括して納付する
と保険料が割引になる前納制度や、口座振替で納付すると保険料が割引になる制度（早割制度）があります。
また、保険料の納付が困難なときは、保険料の免除制度があります。

国民年金の第３号被保険者となる場合
　厚生年金保険や共済組合などに加入している被保険者（65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする
年金の受給権を有する人は除く）に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第３号被保険
者となります。
　この場合には、配偶者の勤務している事業所を管轄する年金事務所に、「国民年金第３号被保険者（資格取
得・種別変更・種別確認（３号該当）、資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更（訂正）届」を提出します。
この届書には、収入確認のための書類と年金手帳または基礎年金番号通知書を添付します。
　収入確認のための書類とは、非課税証明書などで、控除対象配偶者となっている人については、事業主の
証明により収入確認のための書類の添付を省略することができます。
　また、年金手帳または基礎年金番号通知書は、事業主が届書に基礎年金番号や氏名が正しく記入されてい
ることを確認すれば年金事務所への添付を省略できます。ただし、氏名変更を伴う第３号被保険者の届出は
年金手帳の添付が必要です。
　届書の提出期限は、被扶養者に該当した日から14日以内で、事業主（健康保険組合の場合は組合）経由で
提出します。
　第３号被保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金保険や共済組合などから拠出されますので、
個別に保険料を負担する必要はありません。
　国民年金の任意加入被保険者となる場合は、60歳以上65歳未満で、老齢給付の受給資格期間が不足してい
るか、満額の老齢基礎年金が受けられない場合には、国民年金の任意加入被保険者となることができます。
　また、65歳以上70歳未満で、老齢給付の受給資格期間が不足している場合にも、任意加入被保険者（特例
任意加入被保険者）となることができます。
　任意加入の手続は、住所地の市区役所または町村役場の窓口で行います。年金手帳または基礎年金番号通
知書を添付して、本人が手続を行います。
　任意加入被保険者の保険料は、国民年金の第１号被保険者と同じですが、保険料の免除制度はありません。
また、65歳以上の特例任意加入被保険者は、付加保険料の納付はできません。
　なお、任意加入被保険者の場合、保険料の納付方法は原則として口座振替になります。
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５月13日は、「民生委員・児童委員の日」です。

知的障害者巡回相談のお知らせ

☆活動強化週間　平成24年５月12日（土）～５月18日（金）
　　民生委員制度は、平成19年に創設90周年を迎えた長い歴史のある制度です。
　　これからもみなさまと共に、安全で安心できる地域づくりに取り組んでいきます。
☆民生委員・児童委員をご存知ですか？
　�　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣に委嘱されたボランティアとして、地域住民の立場に立って、
みなさまの暮らしを支援する人です。すべての民生委員は児童委員を兼ねており、子どもに関わる相
談支援活動も行います。主任児童委員という、主に子どもに関する支援活動を行う委員もいます。
☆お気軽にご相談ください。
　�　地域のみなさまの相談相手です。子育てに関すること、高齢者の福祉に関すること、生活や暮らし
に関すること、健康・医療に関することなど気になっていることがありましたらお気軽にご相談くだ
さい。みなさまのご心配ごとなどを解決するために行政との連絡役や調整役となります。
☆あなたの相談内容の秘密を守ります。
　�　民生委員・児童委員には守秘義務があります。地域のみなさまから受けた相談内容の秘密を守ります。
個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援活動を行います。
☆民生委員・児童委員はみなさまの地域で活動しています。
　　　・民生委員・児童委員
　　　　　蛇浦地区担当委員　２名　　蛸嶋正男、山本文子
　　　　　易国間地区担当委員　３名　　横谷康子、林喜美子、古谷聰子
　　　　　桑畑地区担当委員　１名　　嘉賀道代
　　　　　下風呂地区担当委員　３名　　木村　正、佐藤健介、高佐八重子
　　　・主任児童委員
　　　　　蛇 浦 地 区　熊谷幸子
　　　　　易国間地区　平嶋榮子
■問合せ先（役場担当課）
　　村民生活課　福祉グループ　☎35－3111　FAX35－3733

　青森県障害者相談センターでは、知的障害者の援護の利便のため、巡回して必要に応じて医学的・心
理的等の諸判定及び総合相談を下記の日程により実施の予定です。
　つきましては、希望される方は役場村民生活課福祉グループ（☎35－3111）までご連絡ください。
　車での送迎もいたしますので、お気軽にご相談下さい。
１　日　　程

相　　　談　　　日 場　所・時　間
平成24年５月30日（水） いずれも『下北文化会館』

午前９時30分から
午後４時まで　　

　　　　９月14日（金）
　　　　12月12日（水）

２　当日持参するもの
　⑴ 所有している方は、愛護（療育）手帳
３　対 象 者
　村に居住している18歳以上の知的障害者及びこれに準じる者
４　相談内容
　⑴ 愛護（療育）手帳に関すること。  ⑵ 職親委託及び職能に関すること。
　⑶ その他生活全般の相談に関すること。
５　申込締切
　申込は、随時受け付けしております。
　（注）　①�相談・判定には、青森県障害者相談センターの医師、心理・職能判定員、知的障害者福祉士、

看護師、ケースワーカーが当たります。
　　　　②心理・職能判定は全日、医学判定は午後からとなっています。
　　　　③医学的判定の対象者数は、一会場６名までとなっていますので、お早めにお申し込み願います。
　　　　※都合により、日程が変更になる場合もあります。
■問合せ先・申込先
　　受診を希望される方は、電話にてお申し込みください。
　　役場　村民生活課福祉グループ　☎35－3111（げんきかん内）
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国民健康保険税条例の一部改正について

平成24年度飼い犬の登録と狂犬病予防集合注射

改正１　資産割の廃止
　�　これまで国民健康保険税の医療給付分の税額は、平等割・均等割・所得割・資産割の合計で算出し
ていましたが、平成24年度からは被保険者の負担の軽減を図るため、資産割を廃止しました。

改　　　正　　　前 改　正　後
平等割（一世帯につき定額） 平等割
均等割（被保険者一人につき定額） 均等割
所得割（前年の所得応じた額） 所得割
資産割（固定資産税に応じた額）

改正２　納付回数の変更
　　納税者の皆さんが納付しやすいよう、納付回数を４回から８回に増やしました。

改　　　正　　　前 改　　　正　　　後
納　期 納　　期　　限 納　期 納　　期　　限
第１期 ７月１日から同月31日まで 第１期 ７月１日から同月31日まで

第２期 ８月１日から同月31日まで
第２期 ９月１日から同月30日まで 第３期 ９月１日から同月30日まで

第４期 10月１日から同月31日まで
第３期 11月１日から同日30日まで 第５期 11月１日から同月30日まで

第６期 12月１日から同月31日まで
第４期 １月１日から同月31日まで 第７期 １月１日から同月31日まで

第８期 ２月１日から同月末日まで
※納期限が休日の場合は、次の平日が納期限となります。

　村では、年１回生後３ヶ月を過ぎた飼い犬を対象に、登録申請の受付と狂犬病予防集合注射を実施し
ております。該当する犬を所有または、管理している方は、下記の都合の良い場所で、指定料金を持参
のうえ、必ず済ませるようにして下さい。
　もし、登録等を受けずに放置すると、狂犬病予防法により処罰の対象となりますので十分注意して下
さい。

記

１．日　　　　　時　　　平成２４年５月１７日（木）

２．料　　　　　金　　　集合注射料　　２, ４５０円
　　　　　　　　　　　　注射済票料　　　 ５５０円
　　　　　　　　　　　　登録手数料　　３, ０００円
　　　　　　　　　　　　合　　　計　　６, ０００円

※すでに登録済みの場合は、集合注射料・注射済票料の３, ０００円となります。

３．場　所・時　間
午　　　前 午　　　後

蛇 浦 旧 組 合 前 ９：00  ～ ９：20 下 風 呂 公 民 館 前 13：00 ～ 13：20
蛇 浦 消 防 屯 所 前 ９：25  ～ ９：35 叶 澤 民 宿 前 13：30 ～ 13：40
カ ー ヒ ロ イ ッ ク 前 ９：45 ～ 10：00 松 野 重 昭 宅 前 13：45 ～ 13：55
旧 易 国 間 診 療 所 前 10：10 ～ 10：30 森 脇 商 店 前 14：00 ～ 14：10
役 場 前 10：35 ～ 11：00 坂 口 勇 一 宅 前 14：15 ～ 14：25
桑 畑 地 蔵 堂 前 11：15 ～ 11：30 岩 塚 則 晶 宅 前 14：30 ～ 14：40

太 田 弘 宅 前 14：45 ～ 15：55
畠 山 商 店 前 15：00 ～ 15：10

　担当課 ： 風間浦村役場　村民生活課　保健・衛星グループ　☎35－3111
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平成24年度社会福祉協議会当初予算
（補助・受託事業および介護保険事業総括）

【経常支出】 （単位：千円）
科　　　　目 24年度 23年度 増　　減

人 件 費 43,638 44,616 －978 
事 務 費 3,887 3,501 386 
事 業 費 8,142 8,277 －135 
貸付事業等支出 600 500 100 
助 成 金 318 348 －30 
分担金・負担金支出 96 96 0 

【Ｂ】経常支出計 56,681 57,338 －657 

A－B（経常活動資金収支差額） 276 59 217 
福祉基金積立預金支出 30 20 10 
備品積立預金支出 28 0 28 
当期資金収支差額 218 39 179 

※１：経理区分間繰入金収入・支出（内部取引）は含まず。

【経常収入】 （単位：千円）
科　　　　目 24年度 23年度 増　　減

会 費 収 入 845 875 －30 
寄 附 金 50 50 0 
風間浦村補助金 14,723 13,897 826 
風間浦村受託金 282 378 －96 
その他補助・受託金等 220 1,258 －1,038 
事業収入（非介護保険） 96 144 －48 
貸付事業等収入 385 385 0 
共同募金配分金 395 405 －10 
負 担 金 収 入 20 20 0 
介 護 保 険 収 入 39,828 39,350 478 
雑収入・その他の収入 90 620 －530 
受取利息配当金 23 15 8 
積立預金取崩収入 0 0 0 

【Ａ】経常収入計 56,957 57,397 －440 
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　近年、女性特有の疾患にかかる方が増えてきています。特に乳がんは急増し、2010年には
12,500人以上が乳がんで亡くなっています。子宮がんで亡くなった人は6,000人弱と、乳がん・
子宮がんといった女性特有の病気は最も気をつける病気となっています。
　この状況を受けて「ピンクリボン運動」という活動が行われていることをご存知でしょうか？
この運動は一般の方々にも乳がんの正しい知識を広め、乳がんの早期発見のため検診受診等を推
進する運動です。若い世代にもこれらの病気は増えつつあります。正しい知識を持ち、早期発見
できるようにしましょう！！

健　康　だ　よ　り
乳がん・子宮がん検診を受けよう！！

・子宮の入り口にできるがんを「子宮頸が
ん」、子宮の中にできるがんを「子宮体が
ん」といいます。
・子宮頸がんの多くはＨＰＶウィルス（ヒト
パピローマウィルス）が原因であり、ワク
チンの接種と定期的な健診受診で予防・早
期発見が可能。近年若年層に多く見られま
す。

検査方法
　子宮内膜の粘膜を採取し、細胞ががんに
なっているかどうか調べます。

村では毎年婦人科検診を　　　　
　　　　　　　実施しています !!

・乳房の中にある乳腺という組織や乳管とい
う部分が癌になる病気です。
・現在女性の死亡原因第４位です。
・リンパ腺などが近く、他の臓器に転移する
ことも多い病気です。
検査方法
・マンモグラフィ検査
　　乳房をプラスチックの板にはさみ、レン
トゲン撮影します。
・視・触診
　　乳房の形を見たり、しこり等がないかど
うか調べます。

乳 が ん 子宮がん

今年度の日程：平成24年６月４日（月）　　受付時間　12：30～ 14：00
場　所：総合福祉センター「げんきかん」検診室
対象者：①乳 が ん：30歳以上の女性（ただし、40歳以上の方で昨年度受診し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　た方は除く）
　　　　②子宮がん：20歳以上の女性

※今年度も村の検診は無料です! !

※詳しくは毎戸配布チラシを
ご覧下さい　　　　　　



広　 報　 か　 ざ　 ま　 う　 ら （12）平成24年５月号

戸 籍 の 窓 （３月届出分）

●お誕生おめでとう
阿　部　心

み

　結
ゆう

　ちゃん（裕樹）蛇　浦

（３月末現在）
私たちの村の人口

　男　　1,178人�（先月比－18人　）
　女　　1,183人�（　〃　－10人　）
　計　　2,356人�（　〃　－28人　）
世帯数　1,027世帯�（　〃　－5世帯）

●お悔やみ申し上げます
宮　本　ハ　ル　さん　（75歳）易国間
播　摩　　　貢　さん　（43歳）下風呂

お詫びと訂正
　広報かざまうら４月
号18ページのはじめま
してにおいて誤りがあ
りましたので、お詫び
して、訂正します。

（誤）木下 笑耶ちゃん
　　　　　　↓
（正）木下 笑那ちゃん

　はじめまして正希です。震災すぐに
生まれ、大変だったけど、丈夫に育っ
ています。これからも元気で素直な正
希になってほしいです。� 父母より

　優しくも厳しいお姉ちゃんに毎日可
愛がられ、鍛えられ成長しています。
歩けるのが楽しくて 1日中あんよあん
よ。ゆっくりゆっくり大きくなあれ

大
おお

　西
にし

　正
まさ

　希
き
　くん

Ｈ23. ３.15生　下風呂（保護者　正志）
中
なか

　塚
つか

　千
ち

桜
お

子
こ
　ちゃん

Ｈ23. ３.24生　蛇浦（保護者　将行）

◆むつ科学技術館だより◆
【つくってたいけん工作教室のご案内】
　当館では、毎週土・日曜日に入館料のみで参加できる“つくってたい
けん工作教室”を開催しています。小学生なら10 ～ 20分ほどで作れる
工作で、メニューは３ヶ月ごとに変わります。
ぜひ、参加して下さいね。
　４・５・６月の工作は『風船自動車をつくろ
う！』です。（但し、５月３日～６日はゴール
デンウィークイベントのため除く。）
＊�詳しい時間帯を知りたい方は、当館へお気軽
にお問い合わせ下さい。

【休館日変更のご案内】
　当館では毎週月・木曜日（祝日の場合は翌平日）が休館日となりました。
■問い合わせ
　むつ科学技術館　Tel25－2091　Fax25－2092
　《URL》http：//www.jmsfmml.or.jp/msm.htm


